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◆
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
と
は
？

　
平
成

２６
年
４
月
か
ら
消
費
税
率
が
８

％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
所
得
の

低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影
響
を
考
え
、

暫
定
的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、
臨

時
福
祉
給
付
金
を
支
給
す
る
予
定
で
す
。

◆
給
付
対
象
者

平
成

２６
年
度
分
の
町
民
税（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
な
い
方
　

※
ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
生
活
保
護
制

度
の
被
保
護
者
と
な
っ
て
い
る
場
合

な
ど
は
対
象
外
。

◆
給
付
額

　
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
円
 

※
給
付
対
象
者
の
中
で
、
次
に
該
当
す

る
方
は
５
千
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

・
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、

遺
族
基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
者
な
ど

・
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当

な
ど
の
受
給
者
な
ど

◆
申
請
手
続
き

　
平
成

２６
年
１
月
１
日
時
点
で
住
民
票

の
あ
る
市
区
町
村
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
・
支
給
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

現
在
準
備
中
で
す
が
、
平
成

２６
年
度
分

の
町
民
税
が
６
月
に
決
定
し
ま
す
の
で
、

早
く
て
も
８
月
以
降
に
な
る
予
定
で
す
。

　
受
付
時
期
・
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て

は
、
決
ま
り
次
第
、
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

 
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

　
平
成

２６
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
の

引
上
げ
に
伴
い
、
子
育
て
世
帯
の
家
計

へ
の
負
担
を
減
ら
し
、
消
費
の
下
支
え

を
図
る
た
め
に
、
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方
に
、「
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
」を
支
給
し
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
方
は
、
平
成

２６
年
１
月

１
日
時
点
で
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村

に
申
請
が
必
要
で
す
。
黒
潮
町
の
対
象

者
に
は
、
後
日
通
知
し
ま
す
。

※
申
請
期
間
は
市
区
町
村
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

　
次
の
２
つ
の
要
件
を
満
た
す
方

①
平
成

２６
年
１
月
分（
平
成

２６
年
１
月

１
日
生
ま
れ
の
児
童
は
２
月
分
）の

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給

②
平
成

２５
年
中
の
所
得
が
児
童
手
当
の

所
得
制
限
限
度
額
未
満

※
特
例
給
付
と
は
、
児
童
１
人
当
た
り

月
額
５
千
円
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

【
扶
養
親
族
の
数
と
所
得
制
限
限
度
額
】

※
扶
養
親
族
の
人
数
が
６
人
以
降
は
、

１
人
増
え
る
ご
と
に

３８
万
円
を
所
得

限
度
額
に
加
算
し
ま
す
。

※
所
得
税
法
に
規
定
す
る
老
人
控
除
対

象
配
偶
者
ま
た
は
老
人
扶
養
親
族
が

い
る
場
合
は
、
１
人
に
つ
き
６
万
円

を
加
算
し
ま
す
。

◆
対
象
児
童

　
支
給
対
象
者
の
平
成

２６
年
１
月
分（
平

成
２６
年
１
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童
は
２

月
分
）の
児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
対

象
と
な
る
児
童

※
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
の
対
象
と
な

る
児
童
や
、
生
活
保
護
制
度
の
被
保

護
者
に
あ
た
る
児
童
は
対
象
外
。

※
申
請
・
支
給
時
に
中
学
校
を
卒
業
し

て
い
る
場
合
も
対
象
児
童
に
含
む
。

※
平
成

２６
年
１
月
１
日
以
後
に
亡
く
な

ら
れ
た
児
童
は
対
象
外
。

◆
支
給
額

　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課
 

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

●
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
が
Ａ
Ｔ
Ｍ（
銀

行
な
ど
の
現
金
自
動
支
払
機
）の
操

作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
し
て
、
他
人
か
ら
お

金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
は
絶

対
に
で
き
ま
せ
ん
。

●
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
が
、
給
付
金

支
給
の
た
め
の
手
数
料
の
振
込
を
求

め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
受
付
開
始
ま
で
に
、
市
町
村
や

厚
生
労
働
省
が
世
帯
構
成
や
銀
行
口

座
の
番
号
な
ど
の
個
人
情
報
を
照
会

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

臨
時
福
祉
給
付
金
の
お
知
ら
せ

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

評価額

扶養
親族

所得制限
限度額

0人 622万円

1人 660万円

2人 698万円

3人 736万円

4人 774万円

5人 812万円

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
や
「
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
の『
振

り
込
め
詐
欺
』
や
『
個
人
情
報
の

詐
取
』に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！！


